
１　承継を受ける者の氏名又は名称及び所在地

２　承認前に通関業の許可を受けていた者の氏名又は名称及び所在地

（法人番号： ）

３　承継を受ける通関業の許可に係る営業所の名称及び所在地

成田クリアランスセンター

千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１４

成田空港営業所

千葉県成田市駒井野字台ノ田２０９１　

東京海貨クリアランスセンター

東京都港区三田３－１４－１０　三田３丁目ＭＴビル１０階

名古屋国際貨物支店中部空港クリアランスセンター

愛知県常滑市セントレア３－１６－６

名古屋国際貨物支店名古屋海貨クリアランスセンター

愛知県名古屋市中区錦２－１２－１４　ＭＡＮＨＹＯ第一ビル４階

大阪南港オペレーションセンター

大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－２７

関西空港営業所

５　許可条件

令和４年３月２２日

東京税関長　　諏　訪　園　　健　司

名鉄観光サービス株式会社
４１８０００１０３３０６０

　許可の承継を承認したので同条第７項の規定により公告する。

記

掲 示 第 １０１号

0

名鉄ワールドトランスポート株式会社

通 関 業 の 許 可 の 承 継 に つ い て

東京都中央区日本橋室町１－６－３

　　　標記のことについて、通関業法第１１条の２第４項の規定に基づき、下記のとおり通関業の

大阪府泉南市泉州空港南１　第１国際貨物代理店ビル２０４号

令和４年４月１日

なし

４　承継年月日

愛知県名古屋市中村区名駅南２－１４－１９

成田国際空港第２貨物代理店ビル３１８号室


